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大津市告示第172号 

 地縁による団体に係る告示事項の変更の届出があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２

第10項の規定により、次のとおり告示する。 

  平成28年７月15日 

大津市長  越    直  美 

地縁による団体の名称 変  更  事  項 変更年月日 

丸の内町自治会 

 

 

⑴ 主たる事務所の所在地 

大津市丸の内町８番36号 

⑵ 代表者の氏名及び住所 

氏名 北西 定明 

住所 大津市丸の内町８番36号 

平成28年３月27日 

 

 

神領上宮町自治会 代表者の氏名及び住所 

氏名 松田 全功 

 住所 大津市神領二丁目35番15号 

平成28年３月27日 

 

 

大石東町自治会 

 

⑴ 代表者の氏名及び住所 

氏名 横山 良光 

住所 大津市大石東六丁目２番35号 

平成28年４月29日 

 

 

告 示 

 

市 章 
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 ⑵ 区域 

大津市大石東一丁目、大石東二丁目、大石東三丁目 

（１街区、２街区10番及び４街区から９街区までに限

る。）、大石東四丁目（22街区から24街区までに限

る。）、大石東六丁目及び大石東七丁目の区域 

 

 

 

大津市告示第173号 

 大津の子どもをいじめから守る委員会（以下「委員会」という。）の平成27年度の活動状況について、大津市

子どものいじめの防止に関する条例（平成25年条例第１号）第18条第１項の規定により委員会から報告があった

ので、同条第２項の規定により、次のとおり公表する。 

  平成28年７月15日 

大津市長  越    直  美 

「次のとおり」は省略し、当該報告に係る書面を大津市役所市民部文化・青少年課いじめ対策推進室に備え置

いて縦覧に供する。 

 

 

大津市告示第174号 

 住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第１項の規定により、次の者の住民票を消除した。 

  平成28年７月15日 

大津市長  越    直  美 

住  所 氏 名 生年月日 性別 消除年月日 

大津市鳥居川町５番８号 一栁 久 昭和25年６月１日 男 平成28年６月６日 

 

 

大津市告示第175号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づき医療扶助のための施術を担当する施術者として新たに指

定したもの及び医療扶助のための施術を担当する施術者のうち変更の届出があったものについて、同法第55条の

３の規定により次のとおり告示する。 

  平成28年７月15日 

大津市長  越    直  美 

１ 新たに指定したもの 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
指定年月日 

奥村 あや子 奥末鍼灸院 大津市西の庄15番24号 平成28年６月６日 

２ 変更の届出があったもの 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
変更年月日 

笠川 晃治 （変更前） 

みやび整骨院瀬田店 大津市一里山一丁目６番23号

いづみカメラビル３階 

平成28年６月１日 

（変更後） 

みやび整骨院瀬田店 大津市一里山二丁目９番６号 

 

 

大津市告示第176号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144
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号）の規定に基づき医療支援給付のための施術を担当する施術者として新たに指定したもの及び医療支援給付の

ための施術を担当する施術者のうち変更の届出があったものについて、同法第55条の３の規定により次のとおり

告示する。 

平成28年７月15日  

大津市長  越    直  美 

１ 新たに指定したもの 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
指定年月日 

奥村 あや子 奥末鍼灸院 大津市西の庄15番24号 平成28年６月６日 

２ 変更の届出があったもの 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
変更年月日 

笠川 晃治 （変更前） 

みやび整骨院瀬田店 大津市一里山一丁目６番23号

いづみカメラビル３階 

平成28年６月１日 

（変更後） 

みやび整骨院瀬田店 大津市一里山二丁目９番６号 

 

 

大津市告示第177号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者として、次の者を指定した。 

  平成28年７月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 

申請者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所

の 所 在 地 

サービス

の 種 類 

指 定  

年月日  

介 護 保 険 

事業所番号 

ヘルパーステ

ーションここ

あ石山 

大津市栄町２番

５号 

株式会社近畿予防医

学研究所 

代表取締役 広田 

周一 

大津市湖城が丘

19番９号 

訪問介護 平成28年 

７月１日 

2570104576 

訪問看護ステ

ーションＡＣ

Ｓ 

大津市南郷四丁

目22番７号 

合同会社アート・ケ

ア・セレクト 

 代表社員 塚田 

幸子 

大津市南郷四丁

目22番７号 

訪問看護 平成28年 

７月１日 

2560190312 

レッツ倶楽部

瀬田 

大津市大将軍三

丁目24番５号メ

ゾンマツオ 101

号 

村地綜合木材株式会

社 

代表取締役 村地 

一洋 

蒲生郡竜王町大

字綾戸 328番地

の３ 

通所介護 平成28年 

７月１日 

2570104444 

 

 

大津市告示第178号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の指定居宅介護支援事業者として、次の者を指定した。 

  平成28年７月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 

申請者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所

の 所 在 地 

サービス

の 種 類 

指 定  

年月日  

介 護 保 険 

事業所番号 

ケアプランス

テーションこ

こあ石山 

大津市栄町２番

５号 

株式会社近畿予防医

学研究所 

代表取締役 広田 

周一 

大津市湖城が丘

19番９号 

居宅介護

支援 

平成28年 

７月１日 

2570104576 
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大津市告示第179号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の指定居宅介護支援事業者として指定した次の者から､事業

の廃止の届出があった。 

  平成28年７月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 

申請者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所

の 所 在 地 

サービス

の 種 類 

介 護 保 険 

事業所番号 

廃 止  

年月日  

浜大津ケアプ

ランセンター 

大津市若葉台３

番12号 

株式会社ハヤシダ事

務所 

代表取締役 林田 

遼 

大津市浜大津三

丁目２番４号 

居宅介護

支援 

2570102083 平成28年

６月30日 

 

 

大津市告示第180号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の指定介護予防サービス事業者として、次の者を指定した。 

  平成28年７月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 

申請者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所

の 所 在 地 

サービス

の 種 類 

指 定  

年月日  

介 護 保 険 

事業所番号 

ヘルパーステ

ーションここ

あ石山 

大津市栄町２番

５号 

株式会社近畿予防医

学研究所 

代表取締役 広田

周一 

大津市湖城が丘

19番９号 

介護予防

訪問介護 

平成28年 

７月１日 

2570104576 

訪問看護ステ

ーションＡＣ

Ｓ 

大津市南郷四丁

目22番７号 

合同会社アート・ケ

ア・セレクト 

 代表社員 塚田 

幸子 

大津市南郷四丁

目22番７号 

介護予防

訪問看護 

平成28年 

７月１日 

2560190312 

レッツ倶楽部

瀬田 

大津市大将軍三

丁目24番５号メ

ゾンマツオ 101

号 

村地綜合木材株式会

社 

代表取締役 村地

一洋 

蒲生郡竜王町大

字綾戸328番地

の３ 

介護予防

通所介護 

平成28年 

７月１日 

2570104444 

 

 

大津市告示第181号 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、平成28年７月１日から平成29年３月

31日までの間、大津市手数料条例（平成12年条例第12号）に基づく肝炎ウイルス検査に係る手数料、胃がんリス

ク検診に係る手数料、大腸がん検診に係る手数料及び肺がん結核検診に係る手数料の徴収事務を次のものに委託

したので、同条第２項の規定により告示する。 

  平成28年７月15日 

大津市長  越    直  美 

医 療 機 関 代表者氏名 所 在 地 

たけだクリニック 武田 克彦 大津市下阪本二丁目20番57号 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告  

 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

公 告 
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第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成28年６月28日 

大津市長  越    直  美 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

守山市梅田町15番９号 

橋本不動産株式会社 

代表取締役 橋本 達雄 

 

開発区域 

大津市下阪本六丁目字貝込

2996番、 2997番、同番１、

2998番、同番１、2999番、同

番１、3004番２、3007番２、

3010番、 3011番、 3012番、

3017番、同番１、 3018番、

3019番１及び3020番12並びに

上記地先大津市法定外道路及

び普通河川等 

開発行為に関する工事の区域 

大津市下阪本六丁目字貝込

3020番11の一部並びに上記地

先大津市法定外道路及び普通

河川等 

開発区域 

4,959.98㎡ 

開発行為に関す

る工事の区域 

404.61㎡ 

 

平成28年 

６月20日 

第1302号 

（平成28年６月28日掲示済） 

 

 

農用地利用集積計画公告 

 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定により、次のように農用地利用集積計画

を定めたので、同法第19条の規定に基づき公告する。 

平成28年７月１日 

大津市長  越    直  美 

 「次のように」は省略し、当該農用地利用集積計画書を大津市役所産業観光部農林水産課に備え置いて縦覧に

供する。 

（平成28年７月１日掲示済） 

 

 

道路位置指定公告  

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定による道路として、次のとおりその位置を指

定した。 

なお、関係書類は、大津市役所都市計画部建築指導課に備え、関係人の縦覧に供する。 

平成28年７月１日 

大津市長  越    直  美 

地 名 ・ 地 番 申請人の住所・氏名 
延 長 

(メートル) 

幅 員 

(メートル) 
本数 

大津市下阪本二丁目字桜本1600番６

及び1601番２ 

大津市神領三丁目21番19号金子

野和第一ビル２階 

有限会社エステートＪ 

取締役 徳村 善宏 

59.43 6.00 １ 

（平成28年７月１日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告  

 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 
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平成28年７月６日 

大津市長  越    直  美 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

京都市山科区川田岡ノ西町７番

地の１ 

株式会社第一化成 

代表取締役 杵川 洋一 

大津市山百合の丘18番３ 32,959.18㎡ 

 

平成28年 

６月30日 

第1303号 

（平成28年７月６日掲示済） 

 

 

位置指定道路の一部廃止公告  

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定によりその位置を指定した次の道路の一部を

廃止する。 

なお、関係書類は、大津市役所都市計画部建築指導課に備え、関係人の縦覧に供する。 

平成28年７月６日 

大津市長  越    直  美 

指定年月日及

び 指 定 番 号 

廃止する道路の部

分の地名・地番 

指定時の申請人の

住 所 ・ 氏 名 

一部廃止後の

道 路 延 長 

（メートル） 

幅 員 

(メートル) 
本数 台帳番号 

昭和35年10月

20日第35の27

号（県指定） 

大津市横木一丁目

字北上ヶ田724番

４の一部（指定時

下横木町724番） 

京都市山科四之宮岩

久保町８番地 

 戸川 又一 

39.80 

（41.00のうち

1.20を廃止） 

4.00 １ 第28の７号 

（平成28年７月６日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告  

 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成28年７月７日 

大津市長  越    直  美 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

大阪市北区大淀中一丁目１番30

号 

積和不動産関西株式会社 

代表取締役  松吉 三郎 

開発区域 

大津市北大路二丁目393番１

並びに上記地先大津市法定外

道路及び普通河川等 

開発行為に関する工事の区域 

大津市北大路二丁目392番２

の一部、393番２、394番23

の一部、同番36の一部及び

同番50の一部並びに上記地

先大津市道、大津市法定外

道路及び普通河川等 

開発区域 

2,296.58㎡ 

開発行為に関す

る工事の区域 

197.31㎡ 

平成28年 

７月５日 

第1304号 

（平成28年７月７日掲示済） 

 

 

道路位置指定公告  

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定による道路として、次のとおりその位置を指
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定した。 

なお、関係書類は、大津市役所都市計画部建築指導課に備え、関係人の縦覧に供する。 

平成28年７月７日 

大津市長  越    直  美 

地 名 ・ 地 番 申請人の住所・氏名 
延 長 

(メートル) 

幅 員 

(メートル) 
本数 

大津市大萱五丁目字蓮原2935番７ 大津市馬場二丁目７番７号 

アヤハ不動産株式会社 

代表取締役 加藤 雄三 

17.85 6.10～6.14 １ 

（平成28年７月７日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告  

 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成28年７月８日 

大津市長  越    直  美 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

守山市梅田町15番９号 

橋本不動産株式会社 

代表取締役 橋本 達雄 

大津市大萱五丁目字蓮原2937番

２ 

1,037.85㎡ 

 

平成28年 

７月６日 

第1305号 

大津市仰木の里東八丁目７番11

号 

 長尾 宏之 

大津市衣川二丁目字西羅644番

１の一部並びに仰木の里東四丁

目字後谷6351番１の一部、同番

２の一部及び6352番１の一部 

344.47㎡ 平成28年 

７月８日 

第1306号 

（平成28年７月８日掲示済） 

 

 

都市公園の開設公告 

 都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条の２の規定に基づき、新たに供用を開始しようとする都市公園の名

称等について、次のとおり公告する。 

平成28年７月15日 

大津市長  越    直  美 

名 称 位 置 区 域 供用開始期日 

里桜公園 本堅田六丁目 別紙図面のとおり 平成28年７月15日 

 「別紙図面のとおり」は省略し、その図面を大津市役所都市計画部公園緑地課において縦覧に供する。 

大津市企業局管理規程第17号  

 大津市水道事業給水条例の一部を改正する等の条例の一部の施行期日を定める規程を次のように定める。 

平成28年７月15日 

                           大津市公営企業管理者  山  本  博  志 

   大津市水道事業給水条例の一部を改正する等の条例の一部の施行期日を定める規程 

 大津市水道事業給水条例の一部を改正する等の条例（平成20年条例第33号）第２条（大津市水道事業給水条例

別表第１上水道給水区域の項の改正規定（「湖青二丁目」の次に「、葛川坂下町（標高基準面465メートル以

下）、葛川木戸口町（標高基準面360メートル以下)、葛川中村町（標高基準面350メートル以下）、葛川坊村町

企 業 局 管 理 規 程 
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（標高基準面320メートル以下）、葛川町居町（標高基準面315メートル以下）、葛川梅ノ木町（標高基準面310

メートル以下）、葛川貫井町（標高基準面300メートル以下）、葛川細川町（標高基準面300メートル以下）」を

加える部分中「、葛川坂下町（標高基準面465メートル以下）」に係る部分に限る。）並びに同表葛川簡易水道

給水区域の項及び坂下簡易水道給水区域の項を削る改正規定（坂下簡易水道給水区域の項に係る部分に限る。）

を除く。）、第４条及び第５条の規定の施行期日は、平成28年８月１日とする。 

 

 

大津市企業局管理規程第18号  

 大津市企業局事務分掌規程（昭和40年公営企業部管理規程第２号）の一部を次のように改正する。 

平成28年７月15日 

                           大津市公営企業管理者  山  本  博  志 

第23条真野浄水場の項中第５号及び第６号を削る。 

   附  則 

 この規程は、平成28年８月１日から施行する。 

 


